
 

1 

●香川県監査委員公表第５号 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１項及び第４項の規定に基づき財務監査を実施した 

ので、同条第９項の規定により、その結果を次のとおり公表する。 

  令和７年４月30日 

                           香川県監査委員  白 鳥 一 雄 

                              同     武 田 宏 之 

                              同     十 河   直 

                              同     里 石 明 敏 

１ 監査対象部局 教育委員会 

２ 監査対象年度 令和６年度 

３ 監査の実施内容   

香川県監査基準に関する規程（令和２年監査委員規程第１号。以下「規程」という。）及び香川 

県監査等の着眼点（令和２年３月25日監査委員会議決定）により、次の監査対象機関に対し、会計 

証拠書類等の照合を行うとともに、必要に応じて説明を求めることにより監査を実施した。 

              監査対象機関            監査年月日 

総務課                       令和７年２月４日 

東部教育事務所                   令和７年３月25日 

西部教育事務所                   〃 

教育センター                    令和７年１月10日 

義務教育課（教育情報化推進室）           令和７年２月６日 

高校教育課                     令和７年２月７日 

高松北中学校                    令和７年３月25日 

小豆島中央高等学校                 〃 

三本松高等学校                   〃 

石田高等学校                    〃 

志度高等学校                    〃 

津田高等学校                    令和７年１月14日 

三木高等学校                    令和７年１月31日 

高松高等学校                    令和７年１月20日 

高松工芸高等学校                  令和７年３月25日 

高松商業高等学校                  〃 

高松東高等学校                   〃 

高松南高等学校                   令和７年１月31日 

高松西高等学校                   令和７年１月20日 

高松北高等学校                   令和７年３月25日 

香川中央高等学校                  〃 

高松桜井高等学校                  〃 

農業経営高等学校                  〃 

坂出商業高等学校                  令和７年１月24日 

坂出高等学校                    令和７年３月25日 
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坂出工業高等学校                  令和７年１月24日 

丸亀高等学校                    令和７年１月29日 

飯山高等学校                    令和７年３月25日 

丸亀城西高等学校                  〃 

善通寺第一高等学校                 令和７年１月30日 

琴平高等学校                    令和７年３月25日 

多度津高等学校                   〃 

笠田高等学校                    〃 

高瀬高等学校                    〃 

観音寺第一高等学校                 〃 

観音寺総合高等学校                 令和７年１月30日 

特別支援教育課                   令和７年２月４日 

小豆島みんなの支援学校               令和７年３月25日 

香川東部支援学校                  令和７年１月14日 

視覚支援学校                    令和７年３月25日 

聴覚支援学校                    〃 

香川中部支援学校                  令和７年１月28日 

高松支援学校                    令和７年３月25日 

香川丸亀支援学校                  〃 

善通寺支援学校                   〃 

香川西部支援学校                  〃 

保健体育課                     令和７年２月４日 

生涯学習・文化財課（全国高校総合文化祭推進室）   令和７年２月６日 

図書館                       令和７年３月25日 

屋島少年自然の家                  〃 

五色台少年自然センター               令和７年１月10日 

埋蔵文化財センター                 令和７年１月29日 

人権・同和教育課                  令和７年２月７日 

健康福利課                     令和７年２月６日 

新県立体育館整備推進課               令和７年２月７日 

４ 監査の結果 

  上記のとおり監査した限りにおいて、おおむね適正に処理されていたが、規程第16条第４項に規 

定する是正又は改善が必要とされる事項が次のとおり認められた。 

 (１) 指摘事項 

   該当事項なし 

 (２) 指導注意事項 

  ア 収入について 

   (ア) 電子ブック化業務委託について、契約の履行遅滞に対する手続が適切になされていなか 

った。（義務教育課（教育情報化推進室）） 

   (イ) 特定品目の「生産品（収穫物）（処分）伝票（兼）生産品（収穫物）出納簿」について、 



 

3 

出納員及び取扱者の押印がなかった。（農業経営高等学校） 

   (ウ) 現金領収書について、前もって出納員の印を押印していたものがあった。また、不用分 

が斜線等で無効処理されていなかった。（埋蔵文化財センター） 

  イ 支出について 

   (ア) 農業実習用品の購入について、見積書及び請求書の金額の算定に誤りがあり、支払額が 

過大になっているものが１件あった。（笠田高等学校） 

  ウ 契約について 

   (ア) 産業廃棄物処理業務委託について、誤った委託期間で契約していた。また、予定価格調 

書を見積依頼後に作成していた。（琴平高等学校） 

   (イ) 予定価格調書が封かんされていなかった。（視覚支援学校） 

   (ウ) 昨年度口頭指導をしたにもかかわらず、物品の賃貸借契約について、納入時検査の記載 

がないものが散見された。（埋蔵文化財センター） 

   (エ) 委託業務について、完了報告書の不備や監督調書の未作成など履行確認が不十分なもの 

があった。（新県立体育館整備推進課） 

  エ 物品・財産について 

   (ア) 毒劇物管理簿について、使用実績の記載漏れがあった。（観音寺第一高等学校） 

   (イ) 備品パソコンについて、不用品として廃棄処分登録をしたにもかかわらず、現物の廃棄 

を確認していなかった。（生涯学習・文化財課（全国高校総合文化祭推進室）） 

   (ウ) 行政財産使用許可書について、使用料の金額を誤って交付していた。（埋蔵文化財セン 

ター） 

 (３) 検討指示事項 

   該当事項なし 

 


